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富山市建築基準法施行細則の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

 

第１条～第４条 （略） 

 

第１条～第４条 （略） 

  

(中間検査申請書に添える書類) (中間検査申請書に添える書類) 

第５条 省令第4条の8第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。 第５条 省令第4条の8第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、鉄骨工事施

工状況報告書(様式第6号) 

(1) 工事監理報告書（中間検査）(様式第6号) 

(2) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあって

は、コンクリート工事施工状況報告書(様式第7号) 

(2) 工種別施工監理報告書(様式第7号) 

(3) （略） (3) （略） 

  

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

  

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

  

様式第１号～様式第５号 （略） 様式第１号～様式第５号 （略） 
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様式第６号（第５条関係）  

工事監理報告書（中間検査）  

年  月   日 

（宛先）  

建築主事  

                       

工事監理者 （  ）建築士   （   ）登録 第    号 

氏名                  ㊞  

           （  ）建築士事務所（  ）登録 第    号 

 

            住所又は所在地                     

電話番号              

 

 次の建築物の特定工程が完了するまでの工程については、適切に工事監理

を行い、建築基準関係規定に適合することを確認しました。また、その結果

を建築主に報告したことも併せて報告します。 

１ 確認済証番号 第  号 ２ 確認済証交付年月日  年 月 日 

３ 敷地の地名・地番   

４ 主要用途   

５ 構造及び規模  
構造：     造     階建て  

規模：延べ面積        ㎡（申請部分）  

６ 検査対象面積                ㎡ 

７ 特定工程   

※ 受付欄  

 

 

 

 

（注意）１ ※欄は、記入しないでください。  

２ 工事監理者が氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略するこ

とがでます。   

３ 工事の監理状況を明らかにする書類（建築基準法第１２条第５項

の規定に基づく中間検査チェックシート等）を添付してください。 

４ 本書類の提出により、建築基準法施行規則様式第２６号第４面の

提出を省略することができます。  
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様式第７号（第５条関係） 

工種別施工監理報告書 

 年  月  日 

（宛先） 

建築主事 

 

工事監理者 （  ）建築士   （  ）登録 第    号 

氏名                   ㊞      

                   （  ）建築士事務所（  ）登録 第    号 

 

                    住所又は所在地                    

電話番号             

工種 確認項目 根拠条項 
監理者の確認方法 

目視 計測 報告書 

共通 確認看板 法第８９条 □ □ □ 

位置・境界 令第１条ほか □ □ □ 

基礎 支持層 令第３８条 □ □ □ 

平板戴荷試験 令第９３条 □ □ □ 

地盤改良 令第９３条 □ □ □ 

出来形 令第３８条 □ □ □ 

杭 支持層 令第３８条 □ □ □ 

杭偏心 令第３８条 □ □ □ 

施工結果報告書 令第３８条 □ □ □ 

鉄筋 製品証明 法第３７条 □ □ □ 

特殊な材料 法第３７条 □ □ □ 

ガス圧接 告第１４６３号 □ □ □ 

配筋検査 令第７３条ほか □ □ □ 

コンクリート 受入・品質・施工 令第３７条ほか □ □ □ 

強度試験結果 令第７４条 □ □ □ 

出来形 令第７９条ほか □ □ □ 

鉄骨 ミルシート 法第３７条 □ □ □ 

製品検査 令第６７条ほか □ □ □ 

溶接部検査 令第６７条ほか □ □ □ 

ボルト 令第６６条ほか □ □ □ 

柱脚 令第６６条ほか □ □ □ 

現場溶接 令第６７条ほか □ □ □ 

木造 形状・寸法・材質 令第４１条ほか □ □ □ 

接合部・金物 令第４５条ほか □ □ □ 

設置状況 令第４６条ほか □ □ □ 

欠込み部 令第４２条ほか □ □ □ 

枠組壁工法 令第４３条ほか □ □ □ 

（注意） この様式において、「法」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）をいい、「令」

とは建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）をいい、「告」とは鉄筋の継手の構

造方法を定める件（平成１２年建設省告示第１４６３号）をいう。  
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様式第８号～第２６号 （略） 様式第８号～第２６号 （略） 

 


